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統
一
地
方
選
挙

　

統
一
地
方
選
挙
と
は
、
特
例
法
に

よ
っ
て
全
国
的
に
期
日
を
統
一
し
て

行
う
選
挙
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
地

方
自
治
体
の
長
や
議
会
議
員
は
４
年

ご
と
に
任
期
満
了
を
迎
え
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
が
独
自
に
選
挙

期
日
を
決
め
て
選
挙
を
行
う
と
、
有

権
者
が
混
乱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た

め
、
特
例
法
を
定
め
て
全
国
的
に
期

日
を
統
一
し
て
行
い
ま
す
。
今
回
は
、

３
月
か
ら
５
月
ま
で
の
間
に
任
期
を

迎
え
る
選
挙
が
特
例
法
で
定
め
た
日

に
ま
と
め
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
選
挙
の
種
類
に
よ
っ
て
、

選
挙
期
日
は
２
つ
に
分
か
れ
て
い
ま

す
。
前
半（
４
月
12
日
投
票
）は
都
道

府
県
知
事
、
指
定
都
市
の
市
長
お
よ

び
そ
れ
ら
の
議
会
議
員
の
選
挙
、
後

半（
４
月
26
日
投
票
）は
指
定
都
市
以

外
の
市
町
村
の
長
と
議
会
議
員
の
選

挙
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

鶴
ヶ
島
市
で
は
４
月
12
日
㈰
に
県

議
会
議
員
選
挙
が
、
４
月
26
日
㈰
に

市
議
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
が

で
き
ま
す

　

身
体
に
重
度
の
障
害
な
ど
が
あ

り
、
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
「
郵
便

等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

投
票
に
先
立
っ
て
は
、
郵
便
に
よ

る
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
証
明
す
る
「
郵
便
等
投
票

証
明
書
」
の
交
付
を
市
の
選
挙
管
理

委
員
会
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
の

対
象
者

　

身
体
障
害
者
手
帳
か
戦
傷
病
者
手

帳
を
お
持
ち
の
方
で
表
１・
２
の
よ

う
な
障
害
の
あ
る
方（
○
印
の
該
当

者
）ま
た
は
介
護
保
険
の
被
保
険
者

証
の
要
介
護
状
態
区
分
が
「
要
介
護

５
」
の
方
。

○
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
に

お
け
る
代
理
記
載
制
度
の
対
象
者

　

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
方
で
、
か
つ
、
自

ら
投
票
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
表
３・
４
の
よ
う
な
障
害
の
あ

る
方（
○
印
の
該
当
者
）は
、
あ
ら
か

じ
め
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け

出
た
方（
選
挙
権
を
有
す
る
方
に
限

る
）に
投
票
に
関
す
る
記
載
を
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

投
票
所
入
場
整
理
券
に
点
字
シ
ー

ル
の
貼

ち
ょ
う

付ふ

を
希
望
さ
れ
る
方
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い

　

４
月
に
行
わ
れ
る
県
議
会
議
員
選

挙
お
よ
び
市
議
会
議
員
選
挙
の
投
票

所
入
場
整
理
券
は
、
郵
送
し
ま
す
。

入
場
整
理
券
に
点
字
シ
ー
ル（
入
場

整
理
券
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
）の
貼
付
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
３
月
27
日
㈮
ま
で
に
選
挙
管
理

委
員
会
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

特 集

選
挙
制
度
の
お
知
ら
せ

　

今
年
は
、
４
月
に
県
議
会
議
員
選
挙
と
市
議
会
議
員
選
挙
、

８
月
に
は
県
知
事
選
挙
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今

号
は
、
統
一
地
方
選
挙
と
郵
便
等
投
票
に
つ
い
て
、
そ
の
制

度
を
紹
介
し
ま
す
。 

問
合
先　

選
挙
管
理
委
員
会

　鶴ヶ島市市民センターの
設置に伴い、４月から次の
とおり投票所名称が変わり
ます。場所は変わりません。

投
票
区

新
し
い
名
称

旧
の
名
称

第
２
投
票
区
西
市
民
セ
ン
タ
ー

西
公
民
館

第
３
投
票
区
大
橋
市
民
セ
ン
タ
ー

大
橋
公
民
館

第
４
投
票
区
東
市
民
セ
ン
タ
ー

東
公
民
館

第
５
投
票
区
南
市
民
セ
ン
タ
ー

南
公
民
館

第
９
投
票
区
富
士
見
市
民
セ
ン
タ
ー
富
士
見
公
民
館

投票所の名称が
変わります

表２

戦
傷
病
者
手
帳

障害名

障害の程度
特
別
項
症

第
１
項
症

第
２
項
症

第
３
項
症

両下肢、体幹の障害 ○ ○ ○

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓の障害 ○ ○ ○ ○

表３

身
体
障
害
者
手
帳

障害名

障害の
程度

１
級

上肢、
視覚の障害 ○

表４

戦
傷
病
者
手
帳

障害名

障害の程度
特
別
項
症

第
１
項
症

第
２
項
症

上肢、
視覚の障害 ○ ○ ○

表１

身
体
障
害
者
手
帳

障害名
障害の程度
１
級

２
級

３
級

両下肢、体幹、移動機能の障害 ○ ○

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障害 ○ － ○

免疫、肝臓の障害 ○ ○ ○


